
監査の流れ

～令和８年度は大きな変更の予定はありません～
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実施時期と実施体制

◆ 監査実施時期：例年６月～２月

◆ 監査項目の担当

　・事業所管部＜子ども未来局、教育委員会（幼保連携型認定こども園のみ）＞

　　　　　　　：施設運営、防災、児童処遇、給食運営

　・監査指導課：経理、職員処遇

◆ 監査方法（Ａ～Ｄのうちいずれかの方法で実施）⇐通知文の中でお知らせします

　Ａ　事業所管部及び監査指導課ともに実地監査　　　（５～７名で訪問）

　Ｂ　事業所管部のみ実地監査（３～４名で訪問）　　（監査指導課１名は電話での監査）

　Ｃ　監査指導課のみ実地監査（２～３名で訪問）　　（事業所管部３～４名は電話での監査）

　Ｄ　事業所管部及び監査指導課ともに電話での監査　（４～５名の電話での監査）

　※札幌市所管の社会福祉法人の場合、法人監査も同時実施の場合があります。



全体の流れ

実施通知
• 監査の１か月半前頃に通知　～行事等と重複する場合は、監査指導課にご相談ください～

資料提出

• スマート申請による質問事項への回答や、資料の提出等（実施パターン等により違いあり）
• 回答、提出期限は、実施通知から１か月程度。

監査

• 実地監査：半日程度で実施　～通知に記載された当日用資料のご用意を～

• 電話等による場合：資料提出期限の日から１か月以内をめどに、各担当者からご連絡。

結果通知
• 監査終了後、１～２か月をめどに結果を郵送

改善報告

～「文書指導」があった場合～
•結果通知で指定された期日（通知から１か月程度）までに、報告書を提出



指導の区分

► 指導の区分とその後の対応

○　文書指導

   関係法令、通知等に違反している場合であって、利用者の処遇・安全に相当の影響を及ぼす
と認められる場合、度重なる指導にもかかわらず、改善が見られない場合等。（公開対象となる
場合はその旨を通知に明記）

　　→　監査結果通知に定める期限内に、改善報告書の提出を要する。

○　口頭指導

   文書指導に該当しない場合。文書指導に該当する場合であっても、程度が軽微なもの、改善
が見込まれる場合など。

　　→　改善報告書による改善状況の報告は求めないが、次回監査時に改善状況を確認する。

○　助言

　　講評時に指摘した事項のうち、速やかな改善が見込まれるもの等

　　→　通知はしていないが改善を要する事項であり、次回監査時に改善状況を確認する。　



定期指導監査における
指摘事項について（経理・職員処遇）

令和８年３月
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定期指導監査における指摘事項（経理・職員処遇）

● 　令和７年度に行った定期指導監査（経理・職員処遇）における指摘事項（指導
事項や助言事項）を紹介します。

● 　定期指導監査で指摘を受けなかった施設においても、同様の事例が生じてい
ないか振り返りを行っていただくようお願いいたします。

※　対象：保育所、保育所型認定こども園、幼保連携型認定こども園



経理

◆各法人が定めた経理規程、ルールに基
づいた経理・事務処理がされているかを
確認。

�現金の紛失や不祥事などの事故防止の
ために、適切な事務処理を行う必要があ
る。



現金管理に関する指摘事項

小口現金が経理規程で定める限度額を超
えている

� 小口現金は、少額の支払いのために施設に用意
しておく現金。

� 施設で保有する額は、経理規程で定める額の範
囲内にする必要がある。

施設で扱う現金の毎日の残高確認や報告が適
切になされていない

� 現金を出納したときは、現金出納帳等の帳簿に記
帳する。

� 経理規程に定めるタイミング（基本的には休園日
を除く毎日）で、現金残高と帳簿残高の一致を確
認し、会計責任者に報告する。

� 小口現金の残高確認は毎日実施しているが、保
護者から施設で領収した分の残高確認を行って
いない事例も。

～具体的な基準は、法人の経理規程をご確認ください～



職員処遇 労働条件に関する最低基準である労働基準法
等を順守しているか確認。



手当の支給に関する指摘事項

割増賃金の算定基礎に含めていない手当がある

� 割増賃金の基礎となる賃金から除外できるもの は、労働基準

法において以下のとおり限定列挙されている。

　①　家族手当

　②　通勤手当

　③　別居手当

　④　子女教育手当

　⑤　住宅手当

　⑥　臨時に支払われる賃金

　⑦　１か月を超える期間ごとに支払われる賃金

※①～⑤については、「一律の定額支給」の場合、

　除外の対象になりません。

・労働基準法第37条、労働基準法施行規則第21条

◎令和８年度に向けて

☆処遇改善加算制度の変更に伴い、手当制度を変更した場合

✔ 手当支給に関する規定の整備

✔ 変更した手当に合わせた割増賃金の算定に係る規定の整備

�新たに追加した手当を算定基礎に含めていない

例）　除外できない手当　

◆　⑤で、家賃額等によらず定額で支給する住宅手当

◆　⑦で、一括ではなく冬期間毎月支給する寒冷地手当



３６協定の届出

時間外・休日労働に関する協定（36協定）を協
定期間開始後に届け出ている

� 法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる
場合には、労働者の過半数を代表する者等との協定
（36協定）の締結が必要。

� 協定期間開始前に労働基準監督署へ届出が必要。

� 協定の締結をしていても、届出前の時間外勤務の命
令は法令違反。

・労働基準法第36条

労働条件の明示

雇用契約書（労働条件通知書）において明示
が必要な項目が不足している

� 「書面」で明示が必要な項目は、労働基準法で定め
られている。

� 有期雇用職員等に対しては、労働基準法に加え、
パートタイム労働法でも明示が必要な項目が定めら
れている。

� 無期雇用の正職員も、最初の雇い入れ時は、書面
による所定の労働条件の明示が必要。

※令和６年４月１日～

　無期・有期とも、明示が必要な項目が追加

・労働基準法第15条、労働基準法施行規則第5条

・パートタイム労働法第６条



（参考）新しく追加された明示事項　

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

出典：厚生労働省HP「令和６年４月から労働条件明示のルールが改正されます」


